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総 務 常 任 委 員 会 記 録 
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  委  員 中川嘉彦 委  員 渡辺慎吾 
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  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 小野吉孝 

  総務部長 杉本正彦   同部次長兼市民税課長 和田元伸 
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  議案第４１号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分 

  議案第４９号 摂津市立集会所条例等の一部を改正する条例制定の件 

  所管事項に関する事務調査について  
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（午前１０時 開会） 

○野口博委員長 ただいまから、総務常任

委員会を開会いたします。 

 最初に、理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 梅雨に入りまして、連日夏日が続いてお

りますけれども、お忙しいところ、きょう

は総務常任委員会を開催いただきまして

大変ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で総務常任委員会

に付託されました案件についてご審査を

いただきますが、何とぞ慎重審査の上、ご

可決いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 一旦退席させていただきます。 

○野口博委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名員は、三好委員を

指名いたします。 

 審査の順序につきましては、先に議案第

４１号所管分の審査を行い、次に議案第４

９号の審査を行うことにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

 議案第４１号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑のある方、よろしくお願いいたしま

す 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

 議案第４９号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 議案第４９号、第１９集

会所の件、簡単に教えていただきたいんで

すけれども、今までこの第１９集会所の年

間維持費や、管理委託費は大体どれぐらい

かかっているのかということと、この第１

９集会所廃止後、その場所はどうなるのか

ということ。これは今度新たに別府コミュ

ニティセンターというのに移管されると

思いますけれども、今後の予定といいます

か、流れを簡単に教えていただければと思

います。 

○野口博委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 中川委員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 最初に、集会所の運営費用でございます。

集会所につきましては、地元で管理運営を

任せる運営委員会をつくっていただいて

運営をお願いしております。そちらにつき

ましては、光熱水費に相当します３万８，

０００円を地元のほうにお渡しして、光熱

水費のやりくりをしていただいていると

いう状況でございます。 

 また、修繕につきましては市のほうで行

っておりますが、最近、第１９集会所の修

繕等は行ってございません。 

 それから、廃止後はどうなるのかという

ことでございますが、別府コミュニティセ

ンターの構想に伴いまして、第１９集会所

の建物が建設に当たりまして一部かかる

ということで、今回、廃止の条例を上げさ
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せていただいております。別府コミュニテ

ィセンターの建設につきましては、近々に

予定が決まるということになっています

が、現時点におきましては今年度工事が発

注されると聞いておりまして、第１９集会

所につきましては８月後半から９月にか

けて解体工事が実施されるという予定を

聞いてございます。 

○野口博委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 別府コミュニティセン

ターの建設に当たってのワークショップ

に私も何回か出させていただいたんです

けれども、そのときの市民の皆さん、地元

の方々の意見がどういうふうにこれから

反映されるのか、貴重な意見だと思います

ので真摯に検討していただいて、駐車場の

台数の問題とか、いろいろと問題は出たと

思いますけれども、そういうのをしっかり

検討していただいて、進めていっていただ

きたいと思います。 

○野口博委員長 ほかに質疑はあります

か。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 ことしの９月から工事に

入る予定になっていると思うんですけれ

ども、使用できない期間がどのぐらいある

のか。そして、使用できない期間中、従来

集会所をお使いになられていた方々がど

ういうふうにされるのかについて。 

 もう一点は、第１９集会所が別府コミュ

ニティセンターへ移管されていこうかと

思うんですけれども、集会所でできた機能

がコミュニティセンターになってできな

いこととか、所管もかわりますので出てく

るかと思います。その２点をお願いいたし

ます。 

○野口博委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 別府コミュニティ

センターの新築工事につきましては、来年

の５月３１日までというふうな工期設定

がされているというふうにお聞きしてお

ります。その間、先ほども申しましたよう

に、最初に解体工事が始まりまして集会所

が使えなくなるという状況にあるという

予定をされておりますので、その期間中に、

もともと集会所は自治会活動を中心にさ

れておりましたので、自治会が集会をでき

るという機能を確保するために地元協議

を以前から行っておりました。地元自治会

といいますと、レスト別府と別府新町自治

会なんですが、協議を重ねておりまして、

その期間中は現場事務所の中に集会がで

きる場所を何とか確保してほしいという

ことで協議を進めておりまして、その方向

で進んでございます。 

 また、別府コミュニティセンターの中に

集会ルームというところが予定されてい

まして、そちらのほうに、従前使っておら

れました地元自治会等の活動がスムーズ

に移行できるように今現在協議を行って

おりまして、実際の運営につきましては、

今後、別府コミュニティセンターの条例等

が上程されますのでそちらになっていき

ますが、現在は地元調整を行っているとこ

ろでございます。 

○野口博委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 代替えということで現場

事務所等を利用されることになると思う

んですけれども、例えばお葬式とかそうい

うことも考えられると思うんです。工事期

間中のそういった対応と、今後、別府コミ

ュニティセンターになりました場合にお

葬式とかができるのかどうかについてお

伺いしたいと思います。 

○野口博委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 新たな別府コミュ
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ニティセンターの運用につきましては、現

在話し合っているところでございまして、

運用につきましてお示しする場というの

は、また別の場になると思います。ただ、

第１９集会所の実態としまして、地元の自

治会とお話をさせていただいている中で

は、第１９集会所では現在のところ、ここ

近年、お葬式が行われたということはない

ということを確認させていただいており

ます。 

○野口博委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 内容については理解でき

ました。 

 今回は集会所が新しい施設の近隣にあ

りましたので、割と移行がスムーズかと思

うんですけれども、本市の中にもたくさん

集会所がございます。老朽化している所も

ありますし、今、お答えできる範囲でそう

いった今後の集会所の方向性についてお

答えいただけたらと思います。 

○野口博委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 集会所の再配置に

つきましては第５次行革の中で以前から

課題となっている項目でございます。集会

所はかなり老朽化しているものがたくさ

んございまして、その辺の再構築というの

も今後考えていかなければならない課題

の１つになっております。また、それぞれ

の集会所からいろんな要望をいただいて

おりますので、そのあたりも今後の再配置

とあわせて考えていかなければならない

課題と思っております。 

 現在のところ、行革のメニューに上がっ

ておりますように、集会所の使用状況につ

いて、毎年運営委員会のほうから提出いた

だいているものがあるのですが、その実態

を詳細に確認するということを行ってい

ます。また、集会所もただ単に老朽化して

いるというのは建設年度からわかってい

る話なのですが、実際にどの程度建て替え

が必要なのかというのも、職員を上げて集

会所の再点検を行っている最中でござい

まして、その点検、それから使用実態を加

味して今後どのように進むかを検討して

まいりたいと考えております。 

○野口博委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 内容はよく理解できまし

た。今後、市民の皆さんも地元の集会所が

どういうふうに変わっていくかというの

は非常に心配をしていると思いますし、興

味深く思っておられることと思います。も

ちろん５次行革等もございますし、所管は

別になりますけれども、平成２９年度から

は地域包括ケアシステムの拡大というこ

とで各自治会等での介護関係のいろいろ

な催しも考えられております。ある意味、

今後そういった取り組みと並行してどう

することが一番その地域にとっていいの

かというのを、決まってからではなくて並

行してその地域のいろんなご要望を踏ま

えて市としてできること、また早期に話し

合いをする必要があれば積極的に進めて

いただきたいことを要望といたします。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 第５次行革では集会所

の統合再編をしていくとおっしゃってお

るんですけど、森山市長は地域のきずなと

いうことを大切にするということを言っ

ておられます。そういう点で、集会所が過

去において地域で役割を果たしたという

ことはお認めになると思います。使用頻度

が少なくなったり、老朽化が極端に進むと

ころは廃止という形でお考えになること

も必要だと思うんですけれど、ただ、自治

会自体がこれから大きくなっていったり、
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ニーズがふえてくるような、そういう集会

所を要望するところに関しては、それなり

に応えていく必要があると思いますが、そ

の点をお聞かせ願いたいと思います。 

○野口博委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 渡辺委員のご質問

にお答えします。 

 集会所につきましては先ほども申し上

げましたように、老朽化しているという状

況がございます。ただ、おっしゃるように

地域のコミュニティの場になっていると

いうことで、全ての集会所を一律に取り扱

うことはできませんが、申し上げましたよ

うに、先ほどの利用状況、それから老朽化

の具合、その辺を十分勘案し、地域の利用

頻度として、その集会所を使われる自治会

の世帯数であるとか、その辺も加味した上

で総合的な判断をしていきたいというふ

うに考えてございます。 

○野口博委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 そういう点をしっかり

と考えていただきたいと思います。ただ、

年齢が高齢化してきたら離れたところに

お年寄りが行くとか、例えば小学校を利用

するということもあるんですけど、小学校

の２階や３階に行くということになった

ら、高齢者は非常に使いづらいということ

もありますし、集会所の必要性というのは、

これは地域の要望をしっかりと考慮しな

がらこれから考えていっていただきたい、

そのように要望をしておきます。 

○野口博委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１４分 休憩） 

（午前１０時１６分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 討論なしと認め、採決い

たします。 

 議案第４１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。 

よって本件は、可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第４９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。 

よって本件は、可決すべきものと決定い

たしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１７分 休憩） 

（午前１０時１８分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

 続いて、本委員会の所管事項に関する事

務調査について協議いたします。 

 本件につきましては、去る３月１２日に

開会いたしました本委員会で視察項目等

について協議をいただきましたが、それに

基づいて委員から先進事例等の情報提供

をいただきまして、委員長案としてまとめ

ましたので、提案させていただきます。 

 まず、日程ですが、７月１６日木曜日か

ら７月１７日金曜日、視察先は７月１６日

木曜日が福岡県糸島市、７月１７日金曜日

が佐賀県武雄市です。 

 糸島市は人口約１０万人、同市では東日

本大震災の教訓を生かすため、災害時、自

分たちのことは自分たちで守るという意

識を全市民が持つ仕組みとして、隣近所を

中心に２０世帯程度を単位とする自主防

災組織、班の設立を平成２３年度から推進

されています。また、防災対策専門員を雇
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用し、地域防災対策計画の見直しや市民へ

の防災対策の啓発等を促進されています。

つきましては、糸島市では自主防災組織、

防災対策専門員について取り組みの成果、

課題等を視察させていただきます。 

 次に、武雄市のほうは人口約５万人、同

市では平成２３年度日本で初めて市ホー

ムページをフェイスブックに完全移行を

されました。職員全員がフェイスブックに

登録したことによって、実際に情報を持っ

ている者がみずから情報を発信できる体

制が構築され、災害の際には現場を確認し

た職員が災害状況を、例えば大雨であれば

冠水や通行どめをリアルタイムで発信で

きるようになり速報性が確保されるよう

になりました。また、フェイスブックのコ

メント機能を活用することで、市民と行政

がさまざまな情報交換や意見交換ができ

るようになり、より市民の声を取り入れた

市政を目指されています。つきましては、

武雄市ではフェイスブックを活用した市

情報発信と市民との情報・意見交換につい

て取り組みの成果・課題等を視察させてい

ただきます。 

 以上のような視察案を提案させていた

だきますが、委員の皆さん、いかがでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２１分 休憩） 

（午前１０時２２分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 それでは、そのように決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２３分 休憩） 

（午前１０時２６分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 それでは、本委員会の視察につきまして

は、以上のとおり実施することといたしま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時２７分閉会） 
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